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〇
広
域
系
統
整
備
計
画
の
届
出
に
係
る
費
用
の
概
算
額
の
算
定
方
法
及
び
そ
の
負
担
の
方
法
の
基
準
を
定
め
る
件

（
令
和
三
年
三
月
十
日
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
六
号
）

最
終
改
正

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
六
号

広
域
的
運
営
推
進
機
関
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
六
号
）
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
概
算
額
の
算
定
方
法
及
び
そ
の
負
担
の
方
法
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
、
電
気
事
業

法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
。
）
、
広
域
的
運
営
推
進
機
関
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
経

済
産
業
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
広
域
省
令
」
と
い
う
。
）
及
び
一
般
送
配
電
事
業
託
送
供
給
等
約
款
料
金
算
定
規
則
（

平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
二
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

「
全
国
調
整
ス
キ
ー
ム
」
と
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
を
整
備
し
、
又
は
更
新
す
る
こ
と
に
よ
り
、
電
気
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の
安
定
供
給
の
確
保
、
経
済
性
及
び
環
境
へ
の
適
合
に
係
る
便
益
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
当
該
電
気
工
作
物
の

整
備
又
は
更
新
に
関
す
る
費
用
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
費
用
項
目
を
電
気
の
使
用
者
全
体
で
負
担
す
る
仕
組
み
を
い
う
。

イ

修
繕
費

ロ

補
償
費

ハ

賃
借
料

ニ

減
価
償
却
費

ホ

固
定
資
産
除
却
費

ヘ

共
有
設
備
費
等
分
担
額

ト

固
定
資
産
税

チ

事
業
税

二

「
事
業
実
施
主
体
」
と
は
、
広
域
省
令
第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
実
施
主
体
を
い
う
。

三

「
再
エ
ネ
寄
与
率
」
と
は
、
広
域
的
な
燃
料
費
の
減
少
及
び
二
酸
化
炭
素
の
削
減
に
よ
り
創
出
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る

便
益
の
う
ち
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
よ
り
創
出
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
便
益
の
割
合
を
い
う
。
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四

「
九
社
負
担
」
と
は
、
沖
縄
電
力
株
式
会
社
以
外
の
全
て
の
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
お
け
る
需
要
に
応
じ

て
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
を
い
う
。

五

「
特
定
会
社
負
担
」
と
は
、
次
条
に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
を
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
一
般
送
配
電
事

業
者
が
受
け
る
と
見
込
ま
れ
る
利
益
の
程
度
に
応
じ
て
費
用
を
負
担
す
る
方
法
そ
の
他
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
一
般
送
配

電
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
全
国
調
整
ス
キ
ー
ム
の
対
象
と
な
る
電
気
工
作
物
）

第
二
条

全
国
調
整
ス
キ
ー
ム
の
対
象
と
な
る
電
気
工
作
物
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
間
を
常
時
接
続
す
る
電
圧

二
十
五
万
ボ
ル
ト
以
上
の
送
電
線
路
、
交
直
変
換
設
備
並
び
に
当
該
送
電
線
路
及
び
当
該
交
直
変
換
設
備
を
整
備
し
、
又
は

更
新
す
る
に
際
し
必
要
と
な
る
電
気
工
作
物
（
以
下
「
会
社
間
連
系
線
」
と
い
う
。
）
並
び
に
会
社
間
連
系
線
の
整
備
又
は

更
新
に
伴
い
一
体
的
に
整
備
し
、
又
は
更
新
す
る
電
気
工
作
物
（
会
社
間
連
系
線
を
除
く
。
以
下
「
一
体
送
電
線
等
」
と
い

う
。
）
と
す
る
。

（
広
域
系
統
整
備
計
画
の
届
出
に
係
る
費
用
の
概
算
額
の
算
定
方
法
）

第
三
条

法
第
二
十
八
条
の
四
十
八
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
費
用
の
概
算
額
は
、
同
項
第
一
号
の
電
気
工
作
物
を
整
備
し



- 4 -

、
又
は
更
新
す
る
こ
と
に
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
費
用
に
、
当
該
電
気
工
作
物
を
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
こ
と
（
減
価
償

却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
耐
用
年

数
の
期
間
内
に
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
費
用
を
加
え
て
算
定
す
る
も
の
と
す

る
。

（
広
域
系
統
整
備
計
画
の
届
出
に
係
る
費
用
の
負
担
方
法
）

第
四
条

広
域
系
統
整
備
計
画
に
基
づ
き
そ
の
届
出
に
係
る
費
用
を
負
担
し
た
事
業
実
施
主
体
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
費
用
を
回
収
す
る
も
の
と
す
る
。

一

広
域
系
統
整
備
計
画
に
定
め
る
整
備
又
は
更
新
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
工
作
物
の
う
ち
、
整
備
し
、
又
は
更
新
す
る
こ

と
に
よ
り
特
定
の
者
が
利
益
を
受
け
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
り
、
か
つ
当
該
特
定
の
者
が
当
該
電
気
工
作
物
の
整
備
又

は
更
新
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

当
該
特
定
の
者
か
ら
回
収
す
る
方
法

二

全
国
調
整
ス
キ
ー
ム
の
対
象
と
な
る
費
用
（
以
下
「
対
象
費
」
と
い
う
。
）
に
再
エ
ネ
寄
与
率
を
乗
じ
た
額

系
統
設

置
交
付
金
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第

二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
系
統
設
置
交
付
金
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
回
収
す
る
方
法
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三

対
象
費
か
ら
前
号
に
掲
げ
る
費
用
を
控
除
し
た
費
用

広
域
系
統
整
備
交
付
金
、
九
社
負
担
及
び
特
定
会
社
負
担
に
よ

り
回
収
す
る
方
法
（
九
社
負
担
に
よ
り
回
収
す
る
額
は
、
特
定
会
社
負
担
に
よ
り
回
収
す
る
額
と
同
額
と
す
る
。
）

四

広
域
系
統
整
備
計
画
に
基
づ
き
そ
の
届
出
に
係
る
費
用
か
ら
前
三
号
に
掲
げ
る
費
用
を
控
除
し
た
費
用

九
社
負
担
及

び
特
定
会
社
負
担
に
よ
り
回
収
す
る
方
法
（
九
社
負
担
に
よ
り
回
収
す
る
額
は
、
特
定
会
社
負
担
に
よ
り
回
収
す
る
額
と

同
額
と
す
る
。
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
東
北
東
京
間
連
系
線
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条

推
進
機
関
が
平
成
二
十
九
年
二
月
に
策
定
し
た
東
北
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社
の
供
給
区
域
と
東
京
電
力
パ
ワ

ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社
の
供
給
区
域
の
間
を
接
続
す
る
会
社
間
連
系
線
の
整
備
に
関
す
る
計
画
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
策
定

し
た
広
域
系
統
整
備
計
画
に
基
づ
き
必
要
と
な
る
費
用
を
負
担
し
た
事
業
実
施
主
体
は
、
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
費
用
を
回
収
す
る
も
の
と
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す
る
。

一

当
該
会
社
間
連
系
線
を
整
備
し
、
又
は
更
新
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
費
用

第
四
条
各
号
に
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
方
法

二

当
該
会
社
間
連
系
線
に
係
る
一
体
送
電
線
等
に
必
要
と
な
る
費
用
か
ら
当
該
費
用
に
前
号
に
掲
げ
る
費
用
に
占
め
る
第

四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
の
区
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
費
用
を
控
除
し
た
費
用
の
う
ち
全
国
調
整
ス
キ
ー
ム
の
対
象

と
な
る
費
用
（
以
下
「
特
例
対
象
費
」
と
い
う
。
）
に
再
エ
ネ
寄
与
率
を
乗
じ
た
額

系
統
設
置
交
付
金
に
よ
り
回
収
す

る
方
法

三

特
例
対
象
費
か
ら
前
号
に
掲
げ
る
費
用
を
控
除
し
た
費
用

広
域
系
統
整
備
交
付
金
及
び
事
業
実
施
主
体
の
負
担
に
よ

り
回
収
す
る
方
法

四

当
該
会
社
間
連
系
線
に
係
る
一
体
送
電
線
等
に
必
要
と
な
る
費
用
か
ら
特
例
対
象
費
を
控
除
し
た
費
用

事
業
実
施
主

体
の
負
担
に
よ
り
回
収
す
る
方
法

附

則
（
令
和
四
年
三
月
十
八
日
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
九
号
）

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


